
 

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部

　１ 流動資産

　　現金預金

　　　現    金 ― ― ―

　　　小口現金 現金手許有高 ― 運転資金として ― ― 38,606

　　　預    金 もみじ銀行福山北・中国銀行福山胡町他 ― 運転資金・工賃預金として ― ― 20,030,974

小計 20,069,580

　　事業未収金 ― 2・3月分介護給付費収入等 ― ― 18,863,780

　　未 収 金 ― 社会保険料職員負担等 ― ― 819,958

　　未収収益 ― 2・3月分利用者負担 ― ― 284,072

　　前払費用 ― 次年度電気保守料・AIG保険等 ― ― 490,642

流動資産合計 40,528,032

　２ 固定資産

　　(１) 基本財産

　　　土    地 福山市御幸町下岩成248-1 ―
第2種社会福祉事業である生活介護事業

等に使用している
― ― 73,929,383

　　　建　　物（本館） 福山市御幸町下岩成248-1 1995年度
第2種社会福祉事業である生活介護事業

等に使用している
114,840,101 80,455,138 34,384,963

　　　　　〃　（旧館） 福山市御幸町下岩成248-1 1996年度
第2種社会福祉事業である生活介護事業

等に使用している
15,656,000 15,655,999 1

　　　　　〃　（新館） 福山市御幸町下岩成248-1 2009年度

第２種社会福祉事業である生活介護事

業・特定相談支援事業等に使用してに使

用している

16,283,400 7,344,673 8,938,727

基本財産合計 117,253,074

　　(２) その他の固定資産

　　　建    物 福山市御幸町下岩成248-1 ― 雨よけﾎﾟｰﾄ他2箇所 3,445,050 2,623,073 821,977

　　　構 築 物 福山市御幸町下岩成248-1 ― 舗装用道路・門柱・落下防止ﾈｯﾄ 2,836,144 2,522,168 313,976

　　　機械及び装置 福山市御幸町下岩成248-1 ― 電力計測器 1,277,222 798,262 478,960

　　　車輌運搬具 トヨタハイエース他１０台 ― 利用者送迎用 16,123,659 13,744,876 2,378,782

　　　器具及び備品 旧館ｴｱｺﾝ他20台 ― 環境整備の為 6,211,943 5,233,060 978,883

　　　権    利 ― ― ― 39,920

　　　　ﾘｻｲｸﾙ預託金 N-WGN１号､２号､ｾﾚﾅ ― 車両リサイクル券 ― ― 39,920

　　　ソフトウェア 会計ｿﾌﾄ ― 事務作業を効率的に行うため 808,500 736,813 71,687

　　　退職給付引当資産 広島県社会福祉協議会 ― 広島県互助会退職手当 ― ― 4,219,600

　　　施設整備等積立資産 ― ― ― 129,085,749

　　　　建設積立特定預金

　　　　　　　　　　　定期2
中国銀行福山胡町支店 ―

将来における建設のために積み

立てている定期預金
― ― 29,073,147

　　　　建設積立特定預金

　　　　　　　　　定期法人4
もみじ銀行福山北支店 ―

将来における建設のために積み

立てている定期預金
― ― 100,012,602

その他の固定資産合計 138,389,534

固定資産合計 255,642,608

資産の部合計 296,170,640

Ⅱ 負債の部

　１ 流動負債

　　事業未払金 給食材料・燃料代・電気代 ― ― ― 1,089,243

　　その他の未払金 社会保険料3月分 ― ― ― 2,852,832

　　未払費用 電話代・水道光熱費等 ― ― ― 171,626

　　預 り 金 弁護士着手金源泉税 ― ― ― 306,300

　　職員預り金 ３月分源泉徴収税等・住民税 ― ― ― 177,225

流動負債合計 4,597,226

　２ 固定負債

　　退職給付引当金 広島県社会福祉協議会 ― ― ― 4,219,600

固定負債合計 4,219,600

負債の部合計 8,816,826

差引純資産 287,353,814

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

　なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

　また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財産目録

平成30年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人　歓びの園


